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大津市監査委員告示第１号 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、市長等から監査の結果に基づき措置を講じ

た旨の通知があったので、同項の規定に基づき当該通知に係る事項を次のとおり公表する。 

平成31年３月11日  

                          大津市監査委員  土  屋     薫 

                             同     重  森  昭  彦 

                             同     山  本  久  子 

                             同     津  田  穂  積 

監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知に係る事項 

【定期監査】 

１ 補助金交付事務の適正な執行について 

⑴ 監査執行対象機関名 市民部自治協働課 

⑵ 監査執行日 平成30年９月20日 

⑶ 監査の結果 

市民部自治協働課では、住民福祉の増進と地域社会の発展を目的として大津市自治連合会が行う住民自

治活動に対し、大津市補助金等交付規則（平成10年規則第32号）及び大津市自治連合会運営補助金交付基

準に基づき補助金を交付しており、同交付基準においては、実績報告書に「領収書等（明細のわかるも

の）の写し」の添付を義務付けている。 

しかし、平成29年度の補助金の確定に際して、同課職員が直接、領収書等（明細のわかるもの）の原本

確認を行ったとして、必要な証ひょう書類の提出が一部不十分なまま、補助金の確定がなされていた。 

補助金交付事務については、「補助金交付に関する実績報告の確認の徹底について」（平成25年４月11

日付け大総コ第16号所属長宛て総務部長通知）において、「実績報告書への領収書等の写しの添付におい

ては、補助金の額の確定と使途が適切であったかを確認するためにも、その明細がわかるものの添付を報

告書様式に明記するなどして、補助事業者に対して義務付け、これを確認すること」が求められていると

ころである。このことから、上記通知を遵守し、透明性を高め、市民に対する説明責任を果たすとともに、

補助金交付事務の適正な執行に努められたい。 

⑷ 措置状況報告日 平成31年１月29日 

⑸ 当該監査の結果に基づき講じた措置の内容 

   当課では、大津市自治連合会運営補助金の確定に際し、実績報告書に添付されている領収書等の証ひょ

う書類の写しの確認を行うとともに、当該証ひょう書類のみでは支出の明細が不明である場合は、当該領

収書等の明細の原本を当課職員が直接確認してきたところです。 

   しかしながら、今回の監査結果において、大津市自治連合会運営補助事業実績報告書の様式に、添付書

類として領収書等の明細のわかるものの写しを添付することを明記しているにもかかわらず、一部の支出

において、当該添付が不十分であるとの指摘を受けたことから、今後は、申請者に対し、領収書等の明細

のわかるものについて漏れのないように提出を求めます。 

   なお、このことについては、既に大津市自治連合会へも伝えています。 

２ 預託金の適正な処理について 

⑴ 監査執行対象機関名 企業局技術部お客様設備課 

⑵ 監査執行日 平成30年７月26日 

⑶ 監査の結果 

   大津市水洗便所改造資金貸付制度は、水洗便所への改造に必要な資金の融資をあっせんすることにより、 
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水洗便所の普及整備を図ることを目的とした制度であり、当該制度においては、協定書を締結した取扱金

融機関に資金を預託することとなっている。 

しかし、この預託金については、下水道事業が公営企業会計に移行した平成22年度は予算計上されたも

のの、支出予算が執行されず、また、平成23年度以降は予算計上せずに、取扱金融機関に預託してきた。 

地方自治法第210条においては、「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予

算に編入しなければならない」と規定され、大津市水洗便所改造資金貸付取扱要綱第６条第２項において

も「毎年度予算の範囲内において、資金を預託する」と定められていることから、当該預託金については、

関係法令等を遵守し、毎年度、収入及び支出予算に計上した上で、適正に執行されたい。 

⑷ 措置状況報告日 平成31年１月31日 

⑸ 当該監査の結果に基づき講じた措置の内容 

   御指摘の大津市水洗便所改造資金貸付制度については、平成30年度をもって当該制度の利用者が無くな

ることから、一定の役割を果たしたものとして当該年度末をもって廃止することとしました。 

   なお、下水道事業は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受けるため、同法第24条の規定に従

い適正に執行してまいります。 

３ 小・中学校配置のパソコン等の適正な管理について 

⑴ 監査執行対象機関名 教育委員会教育センター 

⑵ 監査執行日 平成30年８月23日 

⑶ 監査の結果 

小学校及び中学校には、教室用のパソコンやタブレット、校務用のパソコン、大型テレビなど、さまざ

まなＯＡ機器が配置され、児童・生徒の授業等に役立てられている。機器は全体で数千点にも上り、その

ほとんどがリース契約で導入されている。 

教育センターでは、これらの機器の導入、配置、移動等の管理を一括して行っているが、特にリース契

約で導入された機器については、各学校に配置している数量は把握しているものの、個々の機器の学校間

での移動等の情報等までは十分把握できていない状況である。 

ついては、例えば、機器に管理ラベルを貼付し、台帳の整備を行い、移動等の手続を定めるなど、機器

の効率的な活用と適正な管理が行えるよう管理業務の体制整備を図られたい。 

⑷ 措置状況報告日 平成31年１月28日 

⑸ 当該監査の結果に基づき講じた措置の内容 

   情報機器（サーバ／パソコン／タブレット／外付けＨＤＤ／ＵＰＳ／プリンター／ＴＶ／ＡＰ／プロジ

ェクター等）の管理台帳を作成するとともに、情報グループ会議を開き、事務分担を見直した結果、管理

台帳の担当者として２人を置くこととした。 

   また、情報機器への管理ラベルの貼付や管理台帳への登録を進め、リースで導入された情報機器につい

ても適正な管理が行えるよう管理業務の体制整備を図っている。 

【随時監査（工事監査）】 

１ 監査執行対象 工事34件及び委託24件 

２ 監査期間 平成30年４月１日から同年９月28日まで 

３ 措置状況報告日  

⑴ 市長部局所管 平成31年１月29日 

⑵ 企業局所管 平成31年１月31日 

４ 監査の結果及び当該監査結果に基づき講じた措置の内容 

 ⑴ 市長部局所管 未来まちづくり部大津駅西地区区画整理事務所  

ア 監査の結果 

共通仕様書として「一般土木工事等共通仕様書」（平成28年４月滋賀県策定）を適用している工事に

おいて、当該工事とは別途に工事完成図の作成を委託業務として発注している事例があった。本来、工

事完成図を必要とする場合は、当該工事の設計図書に明記した上で工事受注者に作成及び提出を求めな

ければならないものである。 

イ 当該監査結果に基づき講じた措置の内容 

    今回の監査結果を受け、今後、共通仕様書として「一般土木工事等共通仕様書」を適用している工事

において、工事完成図を必要とする場合は、当該工事の特記仕様書に工事完成図を作成するように明記

した上で、工事受注者に対して当該工事完成図の作成及び提出を求めます。 

⑵ 企業局所管 企業総務部契約管財課 

  ア 監査の結果 

小額工事（委託）の発注に関しては、市長部局においては「大津市小額工事（委託）の随意契約ガイ
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ドライン」を、企業局においては「大津市企業局小額工事（委託）の随意契約ガイドライン」をそれぞ

れ定め、適正な事務処理に努められている。 

しかし、両ガイドラインを比較すると、見積書の提出を依頼する相手先の決定に際し、所属内での決

裁を得る際の様式について、市長部局のものは業者選定理由を明記することを求めているが、企業局の

ものは求めていない。 

企業局においても、業者選定における恣意排除を明確にし、所属長が業者選定理由を容易に確認でき

るよう改正されたい。 

  イ 当該監査の結果に基づき講じた措置の内容 

    御指摘いただきました「大津市企業局小額工事（委託）の随意契約ガイドライン」については、平成

30年12月１日付けで、決裁用の見積照合通知書及び見積依頼書の様式に業者選定理由を加える改正を行

い、企業局内に周知しました。 

 


